
 

 

第4章 瀬戸市まちなか交通戦略の基本計画 

4-1 目標実現のための施策パッケージ 

(1) 視点 1 に対する施策パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●拠点間連携の強化：連携 

中心的生活拠点と周辺の生活拠点の結

びつきや、他都市との結びつきを強化

し、次世代の生活環境をも考慮した安

全、安心な交通システムの構築 

 

●まちなか地域の機能強化、 

魅力の形成：集約 

都市活動のセンター部（中心的生活拠

点）において、都市機能及び居住機能

の両立した市民１３万人の全ての人の

生活、交通、活力を支える拠点性の維

持、向上 

視点１                （市全体の連携・移動） 

利用しやすい公共交通システムの整備 

視点２                  （新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺） 

瀬戸市の交通及び生活センターとしての 

拠点機能を支える交通基盤の整備 

視点３                        （尾張瀬戸駅周辺） 

行ってみたくなる、歩きたくなる 

歩行空間や生活環境の形成 

 

 

 

 

視点１：利用しやすい公共交通システムの整備 

                   （市全体の連携・移動） 

【基本方針】 

自動車に過度に依存しないでかしこく利用していく交通環境の構築のため、地域需要に応

じた地域交通システムの導入や、公共交通環境の改善や利用促進策の実施、市民への

意識啓発などを行います。 
 

【狙い】 

・ 公共交通サービスの維持・継続的な発展に向けて、利用者が魅力を感じ、積極的に利用

する公共交通システムの基盤をつくる。 

・ 利用者が増加することにより、公共交通サービスが向上する好循環への転換を図る。 

・ 公共交通が利用しやすくなり、自動車がなくてもまちなか地域へスムーズに移動することが

できる交通環境を創出する。 

・ まちなか地域や郊外開発地・郊外地域との連絡により、各拠点機能も向上する。 

・ 利用しやすい公共交通システムの整備は、市民の暮らしを支えるとともに、まるっとミュージ

アム等へ市民が主体的に参加できる移動環境の向上に繋がり、まちの賑わいに資する。 
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視点 1-1：公共交通軸の形成 

【施策の考え方】 

集約・連携型都市構造の形成、移動しやすく住みやすいまちを目指す上で、まちなか地域と

周辺生活拠点などを連携する移動軸（鉄道、バス、自動車）の機能強化を、その主軸を公共交

通と位置づけて、その今後のあり方を見つめなおす必要があります。今後の高齢化の進展等を

踏まえると、自動車を利用することができない市民が増えることは確実で、「公共交通が確保され

ていること」が都市構造、都市の魅力、都市間競争において必要不可欠です。 

【取り組み案】 

（地域公共交通連携計画の策定・実施） 

瀬戸市内の鉄道、路線バス、コミュニティバス等が果たすべき役割とともに、その役割分担に

応じたサービス水準のあり方を実現していく必要があります。多量の移動を支える基幹軸（鉄道、

広域基幹バス、市内基幹バス）と日常生活を支える生活交通軸（地域アクセスバス）などに分類

し、その経路、後背地、まちづくり像と整合した目標サービス水準に応じた運行や経路設定につ

いて整理していく必要があります。加えて、中心市街地と生活拠点、さらに外側の郊外地という

目指す都市構造を誘導する段階的なサービス水準設定や基幹軸から枝状に伸びる生活交通

軸の設定などが必要です。そして、その整理に際しては、路線や運賃の試行を伴う実証運行や

利用促進施策の実施も必要となります。 

特に、路線バスにおいては、近年利用者数、運行本数ともに減少傾向にあり、相次ぐ路線バ

スの撤退問題の発生など危機的な状況であることを受け、廃止表明のあった特定の路線バスへ

の対応に限定することなく、長期的な視点で持続可能な公共交通システムを構築する瀬戸市の

バスネットワーク運営方針について、本戦略と合わせて計画策定を進めており、地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通総合連携計画等の作成と実施により、取

り組みを進めていく予定です。 

○公共交通軸の形成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：瀬戸市におけるバスネットワーク策定調査 
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【取り組み案】 

（乗り換え環境の向上） 

公共交通の利用促進、活性化を目指し、公共交通の基幹軸の形成とともに、路線バス相互の

乗り換えやコミュニティバスへの乗り換えが必要となる各拠点での中心的なバス停においては、そ

の乗り継ぎ環境の向上やバス利用環境の向上を進めます。 

 

○バス相互の乗り継ぎ拠点の整備箇所（候補箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バスの乗り継ぎ拠点の整備事例（愛知県豊田市） 

 公共交通網を支える中心的なバス停を、公共交通結節点として整備している。 

バス停上屋・ベンチの整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊田市ホームページ                

 

バス相互の乗り継ぎ拠点（候補） 

資料：瀬戸市におけるバスネットワーク策定調査 
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■現在のバス路線網（平成 19 年 4 月現在） 

視点 1-2：既存の公共交通軸の維持と向上 

【施策の考え方】 

既存の鉄道、バス等の公共交通事業者において、様々な施設環境の向上やサービス向上の

取り組みが進められています。しかし、交通事業者の経営努力には限界があることや、現状の自

動車へ過度に依存した生活が継続した場合に、利用者の減少に伴うサービス低下が懸念されま

す。 

公共交通を軸とした交通体系の維持は、まちづくりや都市経営の維持において根幹的な課題

であるとの認識が必要です。公共交通は「都市の装置」「都市の施設」として取り扱い、様々な支

援を市と地域が考えていく必要があります。 
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・交通事業者、行政、市民が 

一丸となって取り組みを進める。 

 

【取り組み案】 

（鉄道） 

鉄道施設の機能向上（バリアフリー化等）について、まちづくりとの関連性が強く、かつ事業者

負担が大きいもの等については、一定のルールに基づく公的な補助を検討します。 

（基幹バス） 

これまでのような路線単位の赤字補填といった対処療法的な施策ではなく、長期的に維持存

続が可能となるよう、新たなパートナーシップに基づく住民、行政、交通事業者がそれぞれの役

割を踏まえて検討ができる体制や、まちづくりと一体となった公共交通を維持するシステムの構

築を目指していく必要があります。 

各路線の機能に応じた目標となるサービス水準を明確にするとともに、利用しやすい公共交

通環境の形成に向け、必要に応じた戦略的な公的資金の投入をも視野にいれた支援を実施し、

利用実態を踏まえた適切な評価を実施する中で、持続可能な交通体系の確立を推進していき

ます。 

 

○公共交通の整備と取り組みによる実現シナリオ（イメージ） 
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視点 1-3：地域公共交通（生活交通軸）の創出 

（コミュニティバスの運行など） 

【施策の考え方】 

高齢化の進展や世帯の少人数化が着実に進行し、１人暮らしのお年寄りの増加といった生活

様式の変化が進行しつつあります。特に郊外においては、今後、この世帯構成の変化が著しく

進行していくことが想定されており、人々の様々な居住志向を受け入れるまちを形成していくため

にも、これらの郊外地での安全・安心な生活構築と移動手段について検討をしていく必要があり

ます。  

これらの移動手段の検討にあたっては、移動の目的を明確にするとともに、公共交通空白地

域での個々の実情（人口集積、世代構成等）を見極めながら、地域の関係者や住民が主体とな

って交通施策のあり方を考えていく仕組みや、地域に相応しい地域公共交通の姿や必要性を

検証していくことが重要です。その上で、地域公共交通が果たす社会的意義を適正に評価し、

鉄道や路線バスとの乗り継ぎ改善に配慮した持続可能な地域公共交通を創出していくことが必

要になります。 

 

 

 
公共交通空白地域において、自ら運転

できない人が、移動できない。 

※平成 20 年度における路線バスのない地域を表示しています。現在これらの地区に着目したコミュニティ

バスの試行運行中です。 

まちなか地域 

公共交通空白地域と隣接する拠

点やまちなか地域との連携が確

保されていない。 

■現在の路線バス網に対する公共交通空白地域のイメージ 

70



 

 

 

【取り組み案】 

（コミュニティバス） 

公共交通空白地域における交通弱者の移動手段の提供、市内の公共交通網の利便性の向

上を目的とし、平成 19 年度からコミュニティバスの試行運行を実施しています。今後は、バス交

通全体の役割分担を踏まえた上で、コミュニティバスの運行目的の明確化及び共有化を図って、

公共交通網全体の利便性及び効率性の向上に向けて、路線網の再編、運行形態、各拠点と

の接続方法等を改善し、試行していくとともに、公共交通利用への市民の意識啓発を推進して

まいります。 

また、市民が自ら育てる私的交通との連携も視野に入れ、各地域単位での検討や取り組みが、

行政コスト等も踏まえて実施できるよう、行政、交通事業者の運営に関する経営状況の情報開

示や協力・支援を行っていきます。 

○路線網の再編 

・目的地の明確化 ：利用者ニーズを踏まえた目的地の設定 

・路線の見直し  ：路線バスとの連携と空白地域の解消 

○効率性の向上 

・運行形態     ：目的地へ出かける頻度・時間の考慮 

・車両       ：利用状況に見合った車両の導入 

・ダイヤ改正   ：鉄道・バスへの乗り継ぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用料金 ： 一律100円（平成20年度から） 

273 

493 

287 

268 

62 

243 

2,509 

1,956 

(人) 

・一便あたりの乗車人数（平成20年4～7月） 

・コミュニティバスの収支状況（平成19年度） 

○コミュニティバスの運行状況（平成20年度） 
・利用状況（平成20年6月分） 

・路線図 

※バス車両はルート毎

に 色 分 け さ れ た 小

型車両を使用 
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【取り組み案】 

（自主運行バス、乗合タクシー） 

地域公共交通の運営や路線選定には、採算性等からの限界があるため、地域独自の私的交

通（自主運行バス等）や自家用車の乗り合い等、地域公共交通体系の創出に向けた各地域単

位での検討や取り組みが進むような行政支援も行っていきます。 

 

○自主運行バスの事例 

地域住民自らによる運行を決断した自主運行バス（京都府舞鶴市） 

  概要 
・ 概ね、2～4 便／日の運行 

・ 学校生徒の通学時間帯や、通院者の便利

な時間帯に合わせた運行 

・ 一部地域では完全予約制 

・ 運賃は対距離制を採用 

・ 一部、市及び県から欠損補助を受けている 

 

  効果 
・ 利用者は増加傾向 

 

    
   資料：国土交通省ホームページ 

 

○乗合タクシーの事例 

地域住民の経費一部負担による乗合タクシーの導入（宮城県石巻市） 

  概要 
・ 事業主体：運行協議会 

・ 運行車両：9人乗り2台を使用 

・ 運行時間：7時半～18時（日祝日は運休、定時運行制） 

・ 運行路線：域内2ルート各8便 

・ 運賃   ：地区内または地区外のみ：300円 

小学生は、全区間1回一律200円（未就学児は無料） 

地区を跨る場合は、対距離制 

  効果 
・ 利用者の増加 

・ 運行経費の縮小（半分以下）、市の負担額も減少（約7分の1） 

・ 1世帯あたりの地元負担額は、世帯当たり546円（平成18年度） 

資料：国土交通省ホームページ 
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視点 1-4：誰もが利用しやすい交通施設と利用環境に向けて 

【施策の考え方】 

移動しやすく住みやすいまちの実現において、誰もが安全に安心して移動できる交通施設と

利用環境を確保していく必要があります。 

高齢者や障害者の方等の特性を踏まえたバリアフリー化の推進を公共交通網の基幹軸であ

る鉄道駅を中心としたエリアで一体的に進めることで、今後の都市活動、市民生活を支える拠点

整備と利用しやすい公共交通システムの整備を推進していく必要があります。 

【取り組み案】 

新瀬戸駅・瀬戸市駅バリアフリー基本構想に定められたハード・ソフトの両面に対する施策を

着実に展開していきます。各交通事業者においては、適切な情報提供や、社員に対する教育、

訓練の充実を継続して進めています。 

また、その他の市内の駅についても、バリアフリー化への取り組みを進めていきます。 

○新瀬戸駅・瀬戸市駅バリアフリー基本構想における施策 

鉄道施設に対する施策 

・昇降設備（エレベーター）の設置 

・手すりの整備・改善  

・視覚障害者誘導用施設（誘導ブロック、点字、音

声・音響案内等）の整備・改善  

・文字などによる列車接近案内装置等の視覚情報

（サイン、電光案内等）の整備・改善 

・身体障害者対応トイレ（多目的トイレ）の新設 

 

車両に対する施策 

・バリアフリー対応車両の導入 

 

ソフト施策 

・バリアフリーに対する意識の向上や、高 齢者や障  

害者等の特性などに対する理解を深めるための啓

発等の推進 

・不法駐輪、駐車対策、路上看板等の障害物のはみ

出し防止に関する指導及び啓発等 

（市民に対するＰＲ等、駐輪等禁止条例等の適用） 

・ボランティアの育成 

・各交通事業者の社員に対する教育、訓練の充実 

・よりよいサービス提供をするための情報提供の充実 

 

バリアフリー対応車両の導入例 

～名鉄バス～ 

資料：名鉄バス  ㈱  撮影

エレベーターの設置事例 

～愛知環状鉄道 新豊田駅～ 

資料：瀬戸市都市整備部都市計画課  撮影
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視点 1-5：分かりやすく利用しやすい情報提供 

【施策の考え方】 

瀬戸市の公共交通を今後とも維持し続けていくためには、市民の理解・協力による利用促進

のための需要の掘り起こしを進めていく必要があります。また、公共交通の利用転換への意向も

高いことから、公共交通の運行サービスについて乗ってみたくなるような継続した情報提供のあり

方を検討・実践していくことが求められています。 

【取り組み案】 

瀬戸市内の全ての公共交通網に関する運行情報の一括提供や、乗り場等を利用者に分かり

やすく案内していく仕組みづくり、分かりやすさと利用のしやすさに配慮した情報提供方法の検

討やマップの作成などを進めます。 

○行政による公共交通機関情報の一括提供   ○市役所窓口での転入届け提出の時に 

の事例（福井県）              情報提供する事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                     

 

○各種マップの作成 

・公共交通の路線、時刻表 

・地域資源の分布に関する情報提供 

・道路の整備状況に関する情報提供 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省近畿運輸局モビリティマネジメント

パンフレット

※新しい居住地で生活を始める転入者は、情

報収集をしようとする意思が強くなるため、

鉄道、バス、自転車などを使う新しい交通

行動が容易に習慣化されます。 

出典：福井県公共交通機関総合情報提供システムホームページ 
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視点 1-6：市民への意識啓発 

【施策の考え方】 

公共交通の維持・活性化は、基本的に市民自らが利用しない限り不可能なことを踏まえ、市

民自らの積極的な利用も促していくことは、非常に有効なことであると考えられます。 

また、高齢化の進展、環境意識への高まりなどにより、市民の公共交通への関心は高まりを増

してきており、自動車利用者には、「公共交通を利用してみたい」とする意向が４割強あり、「条件

が整えば利用してみたい」とする意向も４割強を占めています。 

これら公共交通への利用転換への意向が高いことを踏まえ、集約・連携型の都市構造の本質

的な実現を目指し、市民や関係者への意識啓発を始めとした、公共交通の利用促進に向けた

取り組みが不可欠と考えます。 

 

 

 
 

    

 

 

【取り組み案】 

市民への意識啓発を推進することにより、自動車利用の抑制や交通流の適正化を図るととも

に、公共交通の利用促進を目指します。 

○勉強会の開催 

・行政側・交通事業者の情報提供 

・地元検討の支援・補助 

○選択行動の意識啓発に向けた取り組み事例 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

21%

17%

6%
1%

10%

45%

積極的に利用してみたい

ときどきなら利用してみたい

通勤・通学時に利用してみたい

通勤通学以外なら利用してみたい

条件が整えば利用してみたい

利用したいとは思わない

学校教育における 

モビリティマネジメントの例 

おでかけマップを作成する 

ワークショップの例 

・自分たちの普段の交通行動を確認し、

どのような情報提供が必要となるか議論

しました。 

資料：国土交通省近畿運輸局 

モビリティマネジメントパンフレット 

■公共交通への転換可能性 

資料：国土交通省近畿運輸局 

モビリティマネジメントパンフレット 

75



 

 

 

視点 1-7：割引制度等の導入検討 

【施策の考え方】 

公共交通の利用促進を図るためには、利用料金や乗り継ぎの煩わしさに対する利用者のニー

ズを適切に把握し、地域の関係者が一体となって、より利用しやすい地域公共交通を創出して

いくことが不可欠です。 

【取り組み案】 

公共交通利用に関する付加価値を高めるための取り組みとして、乗り継ぎ割引や、交通事業

者と商店街、地元の大学、企業等との連携による、利用料金の割引等の導入についての検討を

推進していきます。 

 

○乗継割引の導入事例(名古屋鉄道㈱) 

・ ＳＦパノラマカードを利用して 90 分以内に名

鉄電車と名鉄バス、または名鉄バスと名鉄

バスを乗り継ぐ場合は、割引があります。 

・ 身体障害者・知的障害者、学生に対しても

割引制度があります。 

 

 

 

 

 

資料：名古屋鉄道㈱ホームページ 

○商店街との連携（割引券）の導入事例 

商店街主導で駅と商店街を結ぶ 100 円バス（香川県高松市） 

・ 市内の主要な公共施設、商業施設を結ぶ路線が開設されました。 

・ 三越や商店街での買物客へ無料バス券が配られています。中央商

店街が発行する 4 つの大型駐車場の共通サービス券でも乗車可能

としました。 

 

ＮＰＯ運営によるまちづくり活性化バス（茨城県土浦市） 

・ 協賛店で 1000 円以上の買い物をすると、当日乗車証明券と引き換

えに 100 円分の地域通貨 （100 円相当の無料乗車券）がもらえま

す。 

  
資料：国土交通省ホームページ 
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視点 1-8：公共交通と観光振興のタイアップ 

【施策の考え方】 

来訪者の主要な移動手段である公共交通は、瀬戸市における全国的な知名度や来訪者数

を活かした、観光振興と併せた取り組みの実施により、一層のその利用活性化に繋がるものと考

えられます。 

【取り組み案】 

観光イベントの開催におけるメインターゲットは市外の居住者となっており、広域的なサービス

圏域を有する鉄道会社との連携によるイベントへの集客効果は大きいため、今後の公共交通の

利用促進や観光振興に向けて、これまでの取り組みを継続するとともにさらなる展開を進めます。 

イベント時の移動手段が、公共交通利用を基本としたものとなるような体制づくりや誘導等を

行っていきます。そして、観光地区への移動手段としての役割・機能にも着目した、幅広い関係

者との協働による活性化支援、活用策の検討を進めます。 

○名古屋鉄道㈱と観光のタイアップの実績 

PR 等の実績 

 

 

 

 

 

効果（実績） 

・開催月の瀬戸蔵の来客数は、月平均（3,600 人）に比べ 1,000～2,000 人増加 

・名古屋鉄道㈱の全面協力による、これらタイアップによる効果は大きい 

「お雛めぐりスタンプを探せ」への参加者を対象としたアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

○愛知環状鉄道㈱と観光のタイアップの実績 

タイアップの実績 

・瀬戸市駅構内におけるやきもの展示の常設コーナー 

（スペースの無償貸与） 

・イベント時における駅構内の飾りつけ（ポスター等） 

効果 

・玄関口（駅）における情報発信とイメージアップにお

いて効果的 

《トランパスカード》 《列車内広告》 《名鉄瀬戸線栄町駅ショーケース 

（無償貸与）》

やきものコーナー 

《居住地》 

市内
31%

市外（県内）
58%

県外
11%

・来訪者の約７割が瀬戸市

外からの方が占める。 

・情報伝達媒体としては、

チラシ、新聞・雑誌のほ

か、名鉄の列車内広告が

多い。 

チラシ
20%

家族・友人
18%

新聞・雑誌
17%

名鉄
14%

ホームページ
3%

テレビ・ラジオ
9%

広報せと
12%

その他
5%

栄ショーケー
ス等
2%

《イベント開催の情報収集源》 

※栄町乗り入れ30周年記念 
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(2) 視点 2 に対する施策パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●拠点間連携の強化：連携 

中心的生活拠点と周辺の生活拠点の結

びつきや、他都市との結びつきを強化

し、次世代の生活環境をも考慮した安

全、安心な交通システムの構築 

 

●まちなか地域の機能強化、 

魅力の形成：集約 

都市活動のセンター部（中心的生活拠

点）において、都市機能及び居住機能

の両立した市民１３万人の全ての人の

生活、交通、活力を支える拠点性の維

持、向上 

視点１                （市全体の連携・移動） 

利用しやすい公共交通システムの整備 

視点２                  （新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺） 

瀬戸市の交通及び生活センターとしての 

拠点機能を支える交通基盤の整備 

視点３                        （尾張瀬戸駅周辺） 

行ってみたくなる、歩きたくなる 

歩行空間や生活環境の形成 

 

 

 

視点２：瀬戸市の交通及び生活センターとしての拠点機能を支

える交通基盤の整備（新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺） 

【基本方針】  

瀬戸市の中心部にふさわしい交通機能の拡充（乗換え利便性の向上など）、駅周辺にお

けるバリアフリー化などの快適性の向上、市役所や陶生病院等の広域サービス施設周辺

の混雑解消などの骨格道路を始めとした交通基盤の整備により駅を中心としたまちづくり

を行います。 
 

【狙い】 

・ 瀬戸市の交通拠点として、あらゆる人を受け止め、安全に処理するための交通基盤を整

備する。 

・ 駅周辺における骨格道路の整備を進め、全ての移動手段の円滑化を図る。 

・ 利便性を向上させることにより、鉄道・バスの利用促進を図る。 

・ 駅周辺におけるまちなか居住や土地利用の高度利用を誘導する。 
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視点 2-1：踏切分断、渋滞の解消（（都）鹿乗共栄線の整備促進） 

【施策の考え方】 

 「移動しやすく住みやすいまち」を目標とした市域全体の都市構造における新瀬戸駅・瀬戸

市駅周辺での都市交通のあり方は、 

・ 徒歩・自転車・自家用車・タクシー・バス・鉄道の全ての交通手段の主要な交通結節

点であり、円滑な乗換えなどの快適性とアクセス利便性の確保 

・ 歩行環境及び自転車の走行環境と駐輪環境の向上 

・ 駅に流入するバス、タクシー、自家用送迎車の円滑な処理 

が挙げられます。 

これらの交通環境整備を目指す中で、駅に向かう様々な移動交通が集中する当該地区にお

いて、（都）鹿乗共栄線の踏切横断部の渋滞が、バスの定時制の確保や歩行空間の快適性の

確保を始めとした、全ての移動手段のサービス水準を低下させる大きな要因となっています。 

また、瀬戸市は放射状に幹線道路が配置されており、市内外から当地区へ自動車交通が集

中しやすい状況にあります。そのため、市外からの流入を分散させるために外環状道路の整備

推進が求められる一方で、新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺と拠点間移動の円滑性を確保するとともに、

まちなか地域内の安全で快適な移動環境を構築するためには、当該踏切部に対する局所的な

対応は必要不可欠となります。 

当該部は、瀬戸市全体の都市構造の骨格となる内環状道路としての整備はもちろんのこと、

総合的な交通環境を向上させていくために、抜本的な対策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■踏切部の渋滞による周辺の交通環境への影響 

渋 滞 区 間  

各 種 交 通 手 段

の移 動 動 線  

・駅や病院への移動定時性の確保

が困難 

・緊急車両の走行性の低下 

・公共交通の利便性、魅力の低下 

・歩行空間の快適性の低下 

( 都 ) 鹿 乗 共 栄 線 と 名 鉄

瀬 戸 線 の 踏 切

新 大 橋
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■慢性的な渋滞の発生（（都）鹿乗共栄線と名鉄瀬戸線の踏切部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内環状道路の機能の確保の必要性 
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・南進方向の渋滞長 ：平均渋滞長（7～19時） 308ｍ

・北進方向の渋滞長 ：平均渋滞長（7～19時） 272ｍ

周辺幹線道路の整備が進まないと・・・ 

・周辺の施設、道路網の現状から、今

後も当該地区周辺への交通集中傾

向は維持することが予測される。 

・都市全体の交通機能の低下 

・ 中心部が曖昧な都市 

・中心市街地の空洞化 

・ 中 心 的 生 活 拠 点 と しての 魅 力 や

様々な都市機能の低下 

・周辺の住宅地や生活拠点からのア

クセス利便性の低下 

施策対象区間 
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【取り組み案】 

現在の計画は、昭和４１年に決定されており、名鉄瀬戸線を道路がループ交差で跨線する構

造で計画決定されていますが、周辺地域への工事影響や完成後の景観に与える影響が大きく

なってしまうことが想定されています。 

構造形式の決定に当たっては、今後の周辺地域の土地活用構想や開発等と整合のとれた

適案を慎重に検討していく必要があります。そのため、まちづくり検討も含めた構造検討を関係

機関等と進め、早期着手・完成に向けて事業を推進していきます。 

 

○（都）鹿乗共栄線の現計画（立体交差） 

・現行都市計画決定（昭和 41 年決定） 

・名鉄瀬戸線を道路がループ交差で跨線する構造で計画決定 

・駅直近となるため、工事への影響や景観に与える影響が非常に大きくなること

が想定される構造形式 

・代替構造として、鉄道高架案、道路アンダー案がある 

・高架案、アンダー案ともに、鉄道仮線設置等により周辺地域に与える影響が大

きい                                 

公立陶生病院 

瀬戸市役所 

瀬戸市駅 

新瀬戸駅

ループによる立体交差 
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○構造検討、事業化検討のスピードアップに向けた取り組み 

項目 ポイント 

構造形式・工事実施に関する 

技術的検討

・名古屋鉄道㈱の協力による詳細な検討の実施 

・様々な視点からの安全性、利便性の確認 

周辺道路網（国道 155 号など）

の整理

・関係する道路管理者との検討 

・迂回道路（陣屋線）の整備の先行実施 

・まちづくり構想との整合 

周辺に与える工事影響 ・都市内大規模工事による渋滞や周辺環境への影

響検討 

・病院等のアクセス等にかかる影響検討 

・構造形式による工事期間への影響検討 

周辺の土地利用に与える影響 ・景観への影響検討 

・土地利用、まちづくり像との整合 

まち全体での視点での評価 ・土地利用の活性化 

・波及効果 

・まちづくり気運の高まり 

・日照、電波障害への影響検討 

事業化における課題整理 ・必要用地取得の手法 

（区画整理事業の立ち上げ等）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【（都）鹿乗共栄線の鉄道立体交差整備による効果（試算）】 

  ○踏切遮断時間の解消 

・鉄道の運行時間帯のうち約 3 割（朝 7 時台は、24 分間（約 4 割））の踏切遮断が解消される。 

○立体交差区間の旅行速度の改善 

・整備なしの場合：21km/ｈ ⇒ 整備された場合：30km/ｈ  ※約 10km/ｈ改善 

○立体交差区間の渋滞の軽減（年間渋滞損失時間の減少） 

・整備なしの場合：3.91 万人時間/年 ⇒ 整備された場合：1.87 万人時間/年※約 48％減少 

これらのポイントでの検討や協議を、名古屋鉄道㈱を始めとした関

係者の協力の下、市が積極的に進めることが必須となります。 

そして、計画の検討段階から、その整備効果や期待されるまちづく

り効果などを分かりやすく市民や関係者に説明するよう努め、民間開

発の誘発やまちづくりに関する市民意識、問題意識の向上を促し、事

業協力の気運を高めていくことが必要です。 

また、周辺の道路整備（陣屋線等）は前段工事として位置づけ、関

係者が一体となってその計画的な整備推進に取り組むことがとりわ

け重要です。 
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○（都）鹿乗共栄線 新大橋橋梁改築（街路事業）の推進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都）鹿乗共栄線は、瀬戸市

の道路網の骨格となる内 環状

線の一角であるとともに、まちな

か地域の快適な居住環境、移

動環境を創出するために重要

な路線となっています。 

平成 16 年 3 月開通したせと

菱 野トンネルを含む（都）菱 野

線の 4 車線供用により、市南部

や豊 田 市 方 面からまちなか地

域へのアクセス利便性が向上し

ました。それに伴い、ますます当

該地区への交通集中に対する

対策が重要となっており、平成

18 年より幅員 30ｍの道路拡幅

事業に着手しています。 

 新大橋の改築及び新大橋南

北の交差点改良は、交通量が

集中する改良区間の交通処理

能 力 を向 上 し、市 南 部 と 市 役

所、新 瀬 戸駅・瀬 戸 市 駅等 へ

の主要施設までのアクセス利便

性を向上させるとともに、まちな

か地域と周 辺市 町を連 絡する

国道 363 号、県道名古屋瀬戸

線など放 射 道 路との連 携を強

化させます。 

都市計画道路事業 

 3・4・13 鹿乗共栄線 

・延長 ：L=約 0.3km 

・幅員 ：W=30m 

・車線数  ：4 車線 

0 50m

国 道 363 号 

国 道 363 号 

(主)名 古 屋 瀬 戸 線  

新 瀬 戸 駅  

瀬 戸 市 駅 方 面  

交差点改良 

交差点改良 

Ｎ 

事業対象区間

瀬 戸 市 役 所

公 立 陶 生 病 院

瀬戸市 役所前 駅
新瀬戸 駅

瀬戸市 駅

尾張瀬 戸駅 

位置図 

市 役 所 方 面  

83



 

 

視点 2-2：都市内幹線道路（陣屋線等）の整備 

【施策の考え方】 

新瀬戸駅・瀬戸市駅と尾張瀬戸駅の 2 つの中心的生活拠点は、施設分布や開発に関する歴

史により、その特性、機能が異なるものの、距離は 1.5Ｋｍ程度と非常に近く、名鉄瀬戸線と幹線

道路により連結されて、互いの機能を補完し合っています。 

しかし、幹線道路は、国道 155 号や国道 363 号等、そのほとんどが名鉄瀬戸線より南側に配

置されており、幹線道路が配置されていない名鉄瀬戸線北側からの東西移動は、一旦踏切を横

断し、南側の幹線道路を利用して移動せざるを得ない状態にあり、十分な円滑性が確保されて

いません。前述の踏切横断の負荷軽減が期待されるなど、中心駅に至る交通集中を緩和し、当

該地区の道路交通環境の改善を図ります。 

中心的生活拠点での質の高いまちなか居住を目指した、新瀬戸・瀬戸市駅周辺の交通混雑

の緩和のため、この 2 つの拠点間を円滑に機能補完し合う内環状道路網における東西軸の形

成が必要不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東西軸及び内環状道路の形成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■瀬戸市中心部の名鉄瀬戸線北側における東西軸の必要性 

鉄道による地域分断（平面
交差）

踏切横断の発生

（アクセス利便性の低さ）

交通渋滞の発生

凡例（低未利用地の割合）

：国 道 、主 要 地 方 道 、県 道 、主 な市 道  

       ：鉄 道  

凡例（低未利用地の割 合）

低未利用地の 

発生 

瀬 戸 市 役 所 前 駅

尾 張 瀬 戸 駅

新 瀬 戸 駅

瀬 戸 市 駅

(都)陣屋線  ※現道なし 

内環状線 

中 心 的 生 活

拠 点

中 心 的 生 活

拠 点

陣屋線の整備により 

・中心駅に集中する自動車交通が円滑

に処理される 

・2つの中心的生活拠点間の連携軸が

形成される 

・内環状線の形成が形成される 
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【取り組み案】 

中心的生活拠点の東西軸として、内環状道路の一部である（都）陣屋線の整備を進めます。 

この東西軸の形成により、拠点北側の生活交通や業務交通の東西移動が、鉄道を横断しな

いで行き来できる道路網の拡充を目指します。 

 事業推進にあたっての留意事項 

※当該路線の事業実施は、今後の（都）鹿乗共栄線の立体交差化事業において発生すると想定さ

れる渋滞の発生を緩和するために、（都）鹿乗共栄線の整備に対して先行する必要があります。 

※当該路線の整備は、公立陶生病院や市立図書館、瀬戸市役所前駅周辺の交通環境を改善する

ことが期待され、瀬戸市全体の交通環境の改善のために緊急性が高い事業と位置づけられます。

そのため、延長が長くその整備に相当の時間が必要になると考えられるものの、効果発現が早期

に期待できるような段階的な工区設定やスケジュール管理体制を構築して整備を進めます。 

 

○都内幹線道路（陣屋線等）の整備によるまちなか地域の移動動線の変化 

現状 

 

 

 

鉄 道 交 差 部 への交 通 集 中 と

渋滞発生 

瀬戸市立図書館

瀬戸市役所前駅

公立陶生病院

踏切を経由しないと病院や新瀬戸駅・瀬戸

市駅を行き来できない後背居住地

春日井市方面へ 

新瀬戸駅・瀬戸市駅へ 

名古屋市方面へ 

新瀬戸 駅

尾張瀬戸駅 

瀬戸市駅
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都内幹線道路（陣屋線等）の整備後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備効果】 

 ○移動方向によっては、踏切横断なしで、移動が可能になる。 

○軸線が陣屋線へ移行するとともに、明確化される。 

・名鉄瀬戸線以南から陣屋線へ軸線が移行する（瀬戸川沿道の路線等の負荷軽減） 

・名鉄瀬戸線以南の既存住宅地の生活環境の改善 

・名鉄瀬戸線以北の低未利用地の有効活用の促進 

○国道 155 号（瀬戸市役所前）の走行性が改善される。：20km/ｈ ⇒ 30km/ｈ 

○名鉄瀬戸線と国道 155 号,（都）鹿乗共栄線の踏切負荷が軽減される。 

：29 千台 ⇒ 18 千台（約 4 割減少） 

・特定の踏切への負荷を分散化する 

・今後の鉄道交差部（(都)鹿乗共栄線）の立体化に先立ち、代替経路として踏切負荷を軽減する 

瀬戸市立図書館
瀬戸市役所前駅 

新瀬戸 駅

公立陶 生病院 

踏切負荷の軽減 

・踏切を経由せず駅や病院へのスムーズな移動が可能に 

・2つの中心的生活拠点（新瀬戸・瀬戸市駅⇔尾張瀬戸駅）間のスムーズな移動が可能

尾張瀬戸駅 

春日井市方面へ 

新瀬戸駅・瀬戸市駅へ 

名古屋市方面へ 

名古屋市方面へ 

瀬戸市駅
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視点 2-3：交通結節点の機能向上（乗り継ぎ利便性等） 

【施策の考え方】 

瀬戸市の市街地は、瀬戸市の公共交通体系の基軸を形成する名鉄瀬戸線と愛知環状鉄道

の 2 つの鉄道路線沿いに発展してきました。 

また、この 2 路線の交差する新瀬戸駅・瀬戸市駅は、尾張東部地域での広域的な鉄道網での

位置づけにおいて、名古屋市、春日井市、豊田市などの市内外交通の主要な乗換え拠点です。

この 2 駅のスムーズな乗換え環境形成を進め、市内のその他駅の利用促進や、パークアンドライ

ドといった自動車と鉄道との協調策の進展を見据え、この恵まれた鉄道環境の真の機能発揮と

公共交通網体系の構築を目指していく必要があります。 

両駅は、橋上駅、高架駅という構造で、水平移動問題、垂直移動問題を有しており、2 駅間の

乗換え環境向上のための施設整備を考えていかなければなりません。 

また、バリアフリー化は当然のこと、路線バス、コミュニティバス、自転車、徒歩との接続環境の

向上を目指していく必要もあります。 

名鉄新瀬戸駅南口周辺では、その開発経緯等から交通結節空間の不足が明らかであり、放

置自転車の問題等の発生が生じています。そのため、交通広場の整備を進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ■新瀬戸駅・瀬戸市駅と周辺市町の      ■新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺の施設立地状況 

  主要駅との接続状況 

 

 

 

ＪＲ

名古屋鉄道

名古屋市営地下鉄（東山線）

名古屋市営地下鉄（鶴舞線）

名古屋市営地下鉄（名城線）

愛知環状鉄道

リニモ

ＪＲ

名古屋鉄道

名古屋市営地下鉄（東山線）

名古屋市営地下鉄（鶴舞線）

名古屋市営地下鉄（名城線）

愛知環状鉄道

リニモ
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■乗り換え動線及び駅施設の状況 

 

資料：平成 12 年、平成 17 年大都市交通センサス 

365

177

17 

58 

1233

942 

252

10 

1867

1187
合計

※ 

※ 万博開催期間以外の値 

（平成 17 年 11 月） 

■乗換者数の推移 

・2 駅間は、連絡通路（階段）と瀬戸市駅前広場を経由しての乗換えとなる。 

（乗換え距離：約 120ｍ）

・駅南側において、タクシー及び送迎のための停車スペースや駐輪場が不足している。

乗 換 え動 線  

名 鉄  

新 瀬 戸 駅 へ 

愛 環  

瀬 戸 市 駅 へ 

愛環 

瀬戸市駅 名鉄 

新瀬戸駅 

名 鉄  

新 瀬 戸 駅 へ 愛 環  

瀬 戸 市 駅 へ
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 現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来 

・広域利用や特定の目的利用に限られた路

線単体利用（名古屋市、豊田市方面） 

・長距離トリップを中心（豊田市方面）とした

少ない 2 路線乗継 

・広域利用や生活移動のあらゆる市内、市

内外移動の交通手段 

・長短トリップに対応した多くの２路線乗継 

・2 路線ともに利用客数アップ 

駅 への移 動  

鉄 道 での移 動

駅 ・鉄 道 軸  

駅 への移 動  

鉄 道 での移 動

駅 ・鉄 道 軸  

■広域的な交通体系から必要となる交通結節点の要件 
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【取り組み案】 

既存の駅前広場の機能向上（バリアフリー化、バス等との連結強化、施設配置改善等）を進

めていきます。そして南側の交通広場の整備を推進していきます。 

２つの駅、駅前広場やバス乗り場を結ぶこととなる南北自由連絡通路の現況は、途中に階段

があるなどの問題が多いことから、バリアフリー化と合わせた抜本的な改修整備を検討します。 

それら施設検討においては、市内で一番人が行き来する場所としてのポテンシャルを活かした

周辺商業の活性化や魅力向上を図るため、歩行者動線計画とこれら商業施設との連携も踏ま

えた、駅を中心としたまちづくりを目指します。 

 

○新瀬戸駅、瀬戸市駅の整備（イメージ） 

  現況                   将来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○駅南側駅前広場の整備（イメージ）      

 駅前広場の整備例（尾張瀬戸駅） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸市駅 

新瀬戸駅 

バス

自転車

自転車 商業 

名鉄瀬戸線

バス、タクシー 

自家用車(K&R) 

自転車

愛知環状鉄道 

名鉄新瀬戸駅 

瀬戸市駅 

新瀬戸駅 

バス

自家用車

(K&R) 

自転車

自転車
商業 

名鉄瀬戸線

愛知環状鉄道

自家用車 

(K&R) 

自転車 

屋外の駅前広場を

経由した乗換え  乗 換 え の

利 便 性 の

向 上  

商業 商業 

乗 換 え 経 路

を 利 用 し た

円 滑 な移 動

駅前広場駅前広場

自家用車 

（P&R） 

自家用車 

（P&R） 

乗 換 え 経 路

を 利 用 し た

円 滑 な移 動  

駐輪スペース

自動車、タクシー、バス乗降場 

歩行スペース 
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視点 2-4：駅と周辺施設間の移動経路の円滑化 

【施策の考え方】 

行政機能等に関連する主要な施設が多数立地する新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺は、性別、年齢、

障害の有無などに関わらず、高齢者、障害者、女性などを含む多くの市民が集まる主要な交通

結節点であるとともに、瀬戸市の交通及び生活センターとして機能しています。 

このため、全ての来訪者が、駅から生活関連施設に安心して移動できるような環境整備が求

められており、交通及び生活センターとしての面的な移動円滑化が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■周辺道路に対する問題点・要望 

資料：新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想

資料：新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想

■駅施設に対する問題点・要望 
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【取り組み案】 

新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想に基づいた、駅施設、鉄道車両、バス車両、

生活関連経路のバリアフリー化により、面的な 3.8km のネットワーク形成を図るとともに、情報の

バリアフリー、心のバリアフリーを推進していきます。 

 

○重点整備地区と生活関連経路等の整備推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業（施策）の内容 

 鉄道駅に対する施策   生活関連経路等に対する施策 

  ・エレベーターの設置    ・歩道の凸凹の解消 

  ・多目的トイレの設置    ・側溝蓋の整備 

  ・情報提供の拡充   等  ・視覚障害者誘導用ブロックの整理  等 

 ソフト施策（情報のバリアフリー、心のバリアフリー） 

  ・バリアフリーに対する意識の向上 

  ・高齢者や障害者等の特性などに対する理解を深めるための啓発 

  ・各交通事業者の社員に対する教育、訓練の充実 

  ・情報提供の充実     等 

経路の種類 位置付け 

生活関連経路 

＜10 路線＞ 

・駅から公共施設等への主要なアクセス道路として位置付けられる経路 

・道路移動等円滑化基準に適合するよう最優先にバリアフリー化を図る経路 

・バリアフリー化をすることで、誰もが安心・安全に移動できる歩行空間が連続的に確

保できる経路 

生活関連経路 

（推進） 

＜3 路線＞ 

・都市計画道路で、現在は未整備であるが、今後道路整備をすることにより、重点整

備地区内の連続した生活関連経路ネットワークの形成を図る経路 

・整備に合わせて生活関連経路に格上げすべき経路 

準生活関連経路 

＜4 路線＞ 

・生活関連経路以外の道路で、生活関連経路と接続し重点整備地区内の連続した

歩行空間ネットワークを形成する経路 

・沿道の状況や地形、整備時期等を踏まえ、順次バリアフリー化を図る経路 

 

名鉄新瀬戸駅 

図書館

やすらぎ会館 

公立陶生病院 

0ｍ 50ｍ 100ｍ 200ｍ 

愛環瀬戸市駅 

瀬戸市役所 
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視点 2-5：自転車通行環境の改善 

【施策の考え方】 

瀬戸市の自転車の利用率は、市域の住宅地のほとんどが丘陵地に位置していることもあり、

愛知県の平均に比べて 7.0％低いことが特徴として挙げられます。 

高齢化の進展や地球的な環境問題、健康志向などの高まりとともに、近年の自転車の機能向

上や価格低下による電動自転車の普及を踏まえると、今後、このまちなか地域においても自転

車の利用が進むことが想定されます。 

これらのことから、今後のまちなか地域における主要な交通手段としていくためにも、自転車を

使いやすい交通環境の創出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■瀬戸市と他地域の代表交通手段別分担率の比較 

【取り組み案】 

（ネットワークの整備・段差の解消） 

住宅地から駅等への目的地までの自転車経路の確保のため、道路ネットワークに着目した道

路整備計画の検討を進めます。 

なお、整備方針として、既存の道路に対しては、乗り入れ部や支道交差部での切り下げ部の

段差処理をすることで、自転車の通行に配慮した歩道整備を進めます。 

新設道路に対しては、段差処理をすることに加え、歩道部と自転車道部の分離等について検

討することとします。 

○既存道路に対する段差の解消例   ○新設道路に対する整備例 

・歩車道境界ブロックの段差    ・自転車レーンの設置 

 

 

 

 

 

資料：自転車利用環境整備ガイドブック 資料：国土交通省中部地方整備局ホームページ 

資料：第 4 回中京都市圏パーソントリップ調査

22.9

8.7

9.2

11.0

42.0

62.5

57.8

65.2

13.2

11.1

12.5

17.9

15.3

17.5

16.6

2.5

1.1

1.3

0.6

2.0

1.8

1.9

1.4

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名古屋市

愛知県

中京都市圏

瀬戸市

鉄道 バス 自動車 原付・バイク 自転車 徒歩
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【取り組み案】 

（コミュニティサイクル） 

まちなか地域内の移動において、自動車からの転換を促進するとともに、より移動しやすい環

境を形成し、まちなか地域の魅力を高めるための手段として、公共交通システムと連携したコミュ

ニティサイクルの導入の効果や可能性について検討を進めます。 

 

○コミュニティサイクルの導入事例 

 安城市 レンタサイクル事業 

環境首都を目指すための取り組みとして、安城市環境基本計画の重点推進項目及びエコサ

イクルシティ計画に位置づけられた事業 

・ 利用時間  ：9:00～19:00（サイクルポートにより異なる） 

・ 利用料  ：無料（貸出簿に必要事項記入） 

・ 利用方法  ：各サイクルポートにて受付 

・ 貸し出し場所：市内 7 箇所のサイクルポート 

（JR 安城駅、デンパーク、桜井公民館、安城

市役所、中部公民館、レクリエーションプラ

ザ、堀内公園） 

 

 

ベリブ：Velib（フランス パリ市） 

慢性的な交通渋滞による大気汚染・騒音等の軽減策としてフランス・パリ市が、民間のノウハ

ウを活用し 2007 年 7 月から始めた貸し自転車制度。「市民の足」としてだけではなく、来訪者

にとっての貴重な移動ツールとしても期待されている。 

※ ベリブ（Velib）は「Velo」（ベロー：自転車）と「Liberte」（リベルテ：自由）の合成による名称。 

・ 運営主体  ：大手広告代理店 Ｄecaux 社 

・ 利用時間  ：24 時間ノンストップ 

・ 利用料  ：利用パスが必要 

 

 

 

 

・ 専用スタンド：1,230 ヶ所、16,000 台設置（2008 年 9 月） 

・ 利用実績  ：最高 9,700 台（2008 年 7 月 4 日（2008 年 9 月現在）） 

 資料：大阪市ホームページ

資料：安城市ホームページ
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(3) 視点 3 に対する施策パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●拠点間連携の強化：連携 

中心的生活拠点と周辺の生活拠点の結

びつきや、他都市との結びつきを強化

し、次世代の生活環境をも考慮した安

全、安心な交通システムの構築 

 

●まちなか地域の機能強化、 

魅力の形成：集約 

都市活動のセンター部（中心的生活拠

点）において、都市機能及び居住機能

の両立した市民１３万人の全ての人の

生活、交通、活力を支える拠点性の維

持、向上 

視点１                （市全体の連携・移動） 

利用しやすい公共交通システムの整備 

視点２                  （新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺） 

瀬戸市の交通及び生活センターとしての 

拠点機能を支える交通基盤の整備 

視点３                        （尾張瀬戸駅周辺） 

行ってみたくなる、歩きたくなる 

歩行空間や生活環境の形成 

 

 

 

視点３：行ってみたくなる、歩きたくなる歩行空間や生活環境

の形成（尾張瀬戸駅周辺） 

【基本方針】 

地域資源の集積を活かした観光による賑わいの創出に資する歩行空間の形成や、既存ス

トックである自動車駐車場の有効活用策（利用促進や空間の有効利用）の検討、住環境

を向上するための安全な移動空間の確保を促進していきます。 

 

【狙い】 

・ 市内外から多くの来訪者を引き込む。 

・ 瀬戸市の歴史・文化を広く情報発信する各種イベントの継続開催により、瀬戸市の魅力を

より多くの人に伝える。 

・ 瀬戸らしい街なみが残る中心市街地での生活に対して満足度を向上する。 
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視点 3-1：瀬戸市の玄関口としてのまちづくりや景観形成 

【施策の考え方】 

瀬戸川プロムナード線の整備を中心とした尾張瀬戸駅周辺のまちづくりや景観形成への取り

組みは、市内外から高く評価されています。 

尾張瀬戸駅周辺において、市内外から多くの人を呼び込むとともに、瀬戸市の玄関口として

の機能である歩行者の安全確保、円滑な交通処理、安全・安心な移動空間を確保することが、

特に必要となります。 

 

【取り組み案】 

瀬戸市が策定した「瀬戸川プロムナード線関連景観整備基本計画」に基づき、環境と文化に

配慮した瀬戸の玄関づくりを実現するため、瀬戸川プロムナード線の整備を推進します。 

 

○瀬戸川プロムナード線の整備（瀬戸橋、景観・植栽、ポケット広場、散策路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路事業  

３・３・８ 瀬戸川プロムナード線 

・延長  Ｌ＝約０．６ｋｍ 

・幅員  Ｗ＝２４～２６ｍ 

・車線数 ２車線 
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○歩道・車道整備 

瀬戸川プロムナード線は、これまでに歩行空間の確保、電線類の地中化、建物の修景などが

一体的に進められており、道路整備による交通処理だけでなく、市の玄関口としての景観形成、

空間形成に大きく寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○瀬戸川沿いの散策路の整備 

今後は街路事業の進捗に合わせ、瀬戸川河川内に散策路を整備するなど、市街地における

ゆとりとうるおいのある空間を創出し、住民の生活環境や、来訪者による市街地の賑わい向上を

目指します。 

整備前 

 

整備後 

 

瀬戸川河川内の散策路の整備イメージ 

（尾張瀬戸駅地区第二種市街地再開発事業） 
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視点 3-2：瀬戸市の玄関口機能の確保 

【施策の考え方】 

国際博覧会の開催を契機として整備が進められた東海環状自動車道のインターチェンジが、

瀬戸市内に 2 箇所（せと赤津 IC、せと品野 IC）整備されており、賑わいの創出のためには、この

広域交通ネットワークと瀬戸市の市街地との結びつきの強化を図っていく必要があります。 

また、当該地域を中心とした放射状の道路形態が形成されており、隣接市町や市内の周辺生

活拠点からこのまちなか地域へ至るバス路線の多くが、この放射軸に沿って運行されています。 

バスネットワークの走行環境の向上に資する街路整備を進め、まちなか地域に集中する交通

の玄関口の環境整備を進める必要があります。 

 

【取り組み案】 

（（都）穴田春雨線の整備） 

広域ネットワークから新たな玄関口への円滑なアクセス経路の確保とともに、やきもの交流拠

点である赤津地域へ至る路線バスの運行環境改善を図るため、（都）穴田春雨線の整備を促進

します。 

（（都）瀬戸大府線の整備） 

（都）瀬戸大府線の整備を促進し、まちなか地域を起点とした尾張東部地域を縦貫する広域

幹線道路の形成と、まちなか地域と南部生活拠点（瀬戸口駅、菱野団地）、隣接市町を結ぶ広

域幹線バスの運行環境改善を図ります。 

 

○（都）穴田春雨線、（都）瀬戸大府線の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菱野団地 

山口駅 

水野駅 
新瀬戸駅 

瀬戸市駅 

瀬戸市役所前駅 

瀬戸口駅 

藤が丘駅 
（名古屋市営 

地下鉄東山線）

（リニモ） 
広域基幹バス 

菱野団地⇔藤が丘 
（61 本/日運行：H20.1 現在） 

せと赤津 IC 

東
海
環
状
自
動
車
道 

瀬戸市の玄関口 

都市計画道路事業 ３・３・１１ 穴田春雨線 

・延長  Ｌ＝約０.７ｋｍ 

・幅員  Ｗ＝１７～３０ｍ 

・車線数 ４車線（暫定２車線） 

都市計画道路事業 ３・４・１４ 瀬戸大府線 

・延長  Ｌ＝約０．４ｋｍ 

・幅員  Ｗ＝２０～２３ｍ 

・車線数 ２車線     事業箇所    放射道路 

尾張瀬戸駅 

パルティせと 

瀬戸蔵
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視点 3-3：都市住環境と回遊性の向上 

【施策の考え方】 

尾張瀬戸駅周辺は、「尾張の小江戸」と呼ばれた古くからの賑わいの中心地であり、今後も、

市内外から高い評価を得ている瀬戸のやきものの伝統・文化・芸術を継承し、市内外の来訪者

がやきもののまちの雰囲気を感じられる、落ち着きのある街なみを形成していくことが重要です。 

また、景観形成への取り組みも高く評価されており、地区住民の発意と創意を尊重したゆとりと

うるおいのある住宅市街地や住環境の向上が求められています。 

【取り組み案】 

尾張瀬戸駅周辺は、広く市内外に情報発信していく拠点形成を目指し、せと・まるっとミュージ

アムによる地域ブランドの構築と併せて、瀬戸川プロムナード線を中心に、炎護路地区、小狭間

坂地区、洞・暮らしっくストリート地区を結ぶ回遊性の高い散策路の整備や、景観に対する取り

組みの推進、住宅や生活道路等の地区施設の整備改善を市民の協力の下に進めていきます。 

 

○尾張瀬戸駅周辺における陶の路の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炎護路地区

小狭間坂地区

洞・暮らしっくストリート地区 

瀬 戸 川 プ ロム ナー ド

パルティせと

    ：陶の路・窯垣の小径（整備済区間） 

     ：陶の路（未整備区間） 

尾 張 瀬 戸 駅

瀬 戸 蔵

末広町商店街 

銀座通り商店街

中央通商店街 
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○炎護路地区の街なみづくり 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

せとの歴史や伝統を訪ね、やきもの技術に親しむ街なみづくり 

・深川神社や陶彦神社、製陶工場やギャラリー、ノベルティ・こども創造館などが立地する

本地区では、せとのやきものの歴史・伝統や技術を感じられる街なみ形成を目指し、歩行

者が安全に通行できる生活道路の整備や憩いの場の整備の他、地区の防災性の向上

を進めます。 

整備方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前 

 

生活道路の整備方針 

地区住民のほか、子どもや来訪者など、だれもが安心

して楽しく歩ける道路とするため、側溝蓋の設置や舗装

のデザインを工夫することによって、歩行空間を確保し、

歩車共存の道路として整備を進めます。 

地区防災の整備方針 

火災などに対する地区の防災性を高めるため、地区

の北部に防災施設（防火水槽等）の整備を進めます。 

 

ノベルティ・こども創造館 

深川神社 

陶彦神社 

整備イメージ 
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基本方針 

眺望を楽しみ芸術を味わう街なみづくり 

中心市街地を見渡す御亭山の眺望を楽しみ、やきものに限らず茶道、工芸、絵画など多

様なジャンルの芸術を味わうことのできる質の高い生活環境を構築するとともに、商店街

との連携によるまちの賑わいを活かした街なみづくりを目指します。 

整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

 

 

 

○小狭間坂地区の街なみづくり 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の整備方針 

市民が歩きやすい、安全で快適な道づくりを

進めるとともに、市外から訪れる人々に瀬戸の

歴史や文化を分かりやすく示しながら、やきもの

に触れたり、楽しく買い物できる散策路の整備

を進めます。 

地域コミュニティの整備方針 

窯神神社、尾張瀬戸駅、銀座通り商店街な

どの拠点相互を連絡し、地域コミュニティの形成

や地域の歴史・文化の継承を図ります。 

 

整備後 

 

無風庵 

銀座通り商店街 

窯神神社 

 

瀬戸蔵 

尾張瀬戸駅周辺 
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基本方針 

（洞街道） 

やきものづくりの伝統と文化が薫る街なみづくり 

昔ながらのやきもののまちの面影を今に残しており、瀬戸のやきものの伝統と文化が色濃

く残る地区として、やきもの文化を広く市内外に発信していく拠点を目指します。 

（暮らしっくストリート） 

庶民的ぬくもりと暮らし感じる街なみづくり 

やきものの小売店や問屋が点在し、やきもののまちを支えた庶民的でぬくもりの下町情緒

が感じられます。庶民的でぬくもりのある暮らし、縁日的な賑わいをアンティークな雰囲気

がミックスした街なみづくりを目指します。 

整備方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備イメージ 

 

○洞街道・暮らしっくストリートの街なみづくり 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の整備方針 

市民が歩きやすい、安全で快適な道づくりを進めると

ともに、市外から訪れる人々に瀬戸の歴史や文化を分

かりやすく示しながら、やきものに触れたり、楽しく買い物

できる散策路の整備を進めます。 

地域コミュニティの整備方針 

地域住民のコミュニティ形成や来訪者との交流の場と

なる生活環境施設として、集会施設（地域コミュニティ施

設等）の整備を進めます。 

窯神の小径

本業窯 

 

窯垣の小径資料館 

 
マルチメディア伝承工芸館
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○景観に対する取り組み 

瀬戸川や瀬戸川プロムナード線を中心とした炎護路地区、小狭間坂、洞・暮らしっくストリート

などの中心市街地において、河川や道路、家屋の修景などの景観整備が重点的に行なわれて

います。 

景観整備のより一層の促進と保全を目的として、洞地区のほかに新たな都市景観形成重点

地区の指定を視野に入れ、地域との対話や勉強を始めとした取り組みを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街なみ整備補助事業の考え方 

 補助の対象について       補助金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助交付金の流れ 

 

 

 

補助の対象は、建物前面と門、垣、塀などの道路や

公園等の公共空間から直接見える範囲です。 

（下図では準公共空間としています。） 

景観整備基準や街なみ協定に沿

った修景の経費 2/3 の補助を受ける

ことができます。 

 ただし、補 助 金 の最 高 限 度 額は

100 万円とします。 
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○深川穴田線の整備 

主要な観光施設であるノベルティ・こども創造館（平成 15 年 8 月供用開始）への来訪者の主

要動線となる市道深川穴田線は、現在は歩車分離ができていないため、歩行者が安全に通るこ

とのできる歩行空間を確保する必要があります。 

また、当該区間は、炎護路地区内に位置しているため、歴史・伝統や技術を感じられる空間

形成を推進し、河川断面を利用した安全で、来訪者が楽しめる散策路の整備を進めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     整備前     整備後 

 

 

 

 

 

 

 

尾張瀬戸駅

深川穴田線 

・延長 Ｌ＝約０.３ｋｍ 

・幅員 Ｗ＝１１～１５ｍ 

ノベルティ・こども創造館 

 

104



 

 

■尾張瀬戸駅周辺の散策路等の位置図 

視点 3-4：南北地域連携の推進 

【施策の考え方】 

瀬戸川の南北で進展する陶の路や瀬戸川プロムナードとともに、地元商店街を含めた周辺地

域一帯を回遊性や賑わいのあるまちへと転換していくためには、移動空間の連続性を確保し、

南北地域の連携を強化することが必要不可欠となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み案】 

瀬戸川橋梁部の整備を計画的に推進し、良好な自動車交通処理とまちづくり支援を図ってい

きます。 

○瀬戸橋の架け替え    ○窯神橋の整備（整備済）   ○記念橋の人道橋 

・橋長 Ｌ=２３.８ｍ 

・幅員 Ｗ=５１.０ｍ 

・橋長 Ｌ=２２.１ｍ 

・幅員 Ｗ= ４.０ｍ 

人道橋 

・橋長 Ｌ=２２.５ｍ 

・幅員 Ｗ=４１.８ｍ 

パルティせと

尾 張 瀬 戸 駅

瀬 戸 蔵

炎護路地区 

小狭間坂地区 

洞・暮らしっくストリート地区 

瀬戸橋

記念橋の人道橋
窯神橋

    ：陶の路（整備済区間） 

    ：陶の路（未整備区間） 

    ：商店街 

    ：瀬戸川プロムナード線 
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視点 3-5：安全・安心して移動・居住できる空間の形成 

【施策の考え方】 

尾張瀬戸駅周辺は、古くから歴史・文化を伴った市の玄関口として多くの来訪者が訪れる地

域であるとともに、瀬戸市の市街地の拡大拠点として古くから住宅地が分布する生活空間となっ

ています。 

そのため、当地域においては、地元住民と来訪者の双方が安全・安心して活動できる地域コミ

ュニティや、歩行者優先の道路（路地）の形成について考えていく必要があります。 

 

【取り組み案】 

（安全対策） 

住民と来訪者の安全・安心な歩行空間を確保するため、自動車通行をコントロールする対策

を検討します。具体的な事業については、市民との協議、調整を行いながら検討を進めます。 

 

○安全対策の事例（狭さく・ハンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横断歩道部におけるイメージハンプの設置によ

り、歩行者にとって安全性の高い横断帯となっ

ている。 

資料：コミニティ・ゾーンの評価と今後の地区交通安全

地区内のハンプ 

地区出入口の処理 

横断歩道併設のハンプ 

地区内のコミュニティ道路 
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【取り組み案】 

（防災性の向上） 

狭あい道路や行き止まり箇所が多く分布する当地域においては、安全・安心なまちを目指す

ために、当地域の延焼防止策や安全な避難経路の確保や、区画整備について、当該地区の街

なみ保存等の歴史・文化との共存や、高齢者が多く建て替えが進みにくいという特性を踏まえて

検討していきます。 

段階的な整備手法としては、下記のような局部対策を進めることも考えられます。 

なお、共同建て替え等のまちづくりに関する取り組みついては、市民・地域との協議・調整を

行う機会をつくり、共通認識を図りながら検討を進めていきます。 

 

○防災性の向上の事例（行止まり箇所の解消） 

 行き止まり箇所の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階的な整備手法のイメージ 

  現況：行き止まり箇所が分布 

 

 

 

 

 

    

 

施策実施後：空き家を活用した行き止まり箇所の解消 

 

 

 

 

 

 

・狭い道路でも消防活動等、救急車の進入が可能

となるように、地区計画等により、敷地の道路面

を生垣としたり、隅切部のルールを決めるなどと

いった工夫も必要 

・行き止まり箇所は、地権者等の理解と協力をも

とに、空家等をまるごと買上げて、通り抜け化、す

れ違い箇所、コミュニティスペース等の公共空地

の確保へつなげ、できる限り他の道路への連続

性を確保し、区画道路網のネットワークの促進に

努めていくことも必要 

まちなか地 域 
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まちなか区域 

視点 3-6：駐車場や公共空間の再配分 

【施策の考え方】 

尾張瀬戸駅周辺は、やきもの関連施設の集積や商店街等が立地しているなど好条件にある

ものの、駐車場の利用状況にばらつきがあります。駐車場利用の活性化や都市内の限られた公

共空間としてのまちづくり活用など、様々な視点でその活用を考えていく必要があります。 

【取り組み案】 

駐車場としての回転率が低い瀬戸蔵駐車場や宮川駐車場においては、利用促進策を検討

するとともに、周辺地域とともに、交流や賑わい空間としての活用方策についても検討していきま

す。 

○尾張瀬戸駅周辺の駐車場の有効活用と利用促進 

   駐車場の回転率の低い瀬

戸 蔵 駐車 場や宮 川 駐 車 場

においては、回遊性を高め

る交流拠点として、駐車場の

有効活用を図るとともに、賑

わい空間としての活用方策

について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

○駐車場の活用方策の事例 

  オープンカフェの事例 

（日本大通オープンカフェ） 

・2006年よりカフェテラスがオープン 

・西洋風に整備された日本発の街路とし

ての歴史を生かし、国際平和都市横浜

の伝統を継承発展し、国内外に広くPR

するために設置 

・現在2店舗が出店 

 

 

 

 
 
 

 

 
資料：横浜市ホームページ

チャレンジショップの事例 

（蒲郡市ＴＭＯ） 

・蒲郡駅前にて６店舗が営業。 

・衣類中心のリサイクル 

・高濃度濃縮酸素 

・ちりめん細工教室、手作り製品 

・整体、耳つぼ 

・ベビー用品等及びリサイクル品販売 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蒲郡市商工会議所ホームページ
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4-2 アクションプラン 

(1) 施策展開の方針 

 ①施策展開の目標スケジュールについて 

目標実現のための施策パッケージは、事業の重要度や実現性の観点から、目標期間内に優先

的に実施すべき事業として、10 年以内に成果が見えるように事業を推進または検討を行います。 

なお、目標期間内に事業の完成が見込めない事業についても、継続的に事業の検討や、事業

実施に向けた調整を行い、整備効果の早期発現に向けた施策を展開していくこととします。 

 

 ②連携・協働による取り組みの推進 

それぞれの戦略による狙いを実現するためには、各施策を個別に取り組むだけではなく、関連す

る施策と併せて取り組むことで施策の効果を相乗的に発揮させることが大切です。また、戦略の対

象地域におけるまちづくりと連携していくために、地域と関係者が一丸となって取り組むことや、市

民が戦略の狙いや方向性を理解し、目標の達成に向けて自発的に協力することも大切となります。 

  そのため、各主体の自発的な協力体制が築かれるような取り組みを併せて展開していきます。 
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1-4  

誰もが利用しやすい

交通施設と 

利用環境に向けて 

 

(2) 施策展開の目標スケジュール 

視点１ 利用しやすい公共交通システムの整備 

現在（Ｈ20）   前期     ５年後（H25）    後期    10年後（H30）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JR バス廃止代替路線の実証運行

1-5  

分かりやすく利用 

しやすい情報提供 

1-6  

市民への意識啓発 

1-7  

割引制度等の 

導入検討 

1-8  

公共交通と 

観光振興の 

タイアップ 

1-3  

地 域 公 共 交 通（生

活交通軸）の創出
（コミュニティバスの運

行など） 

1-1  

公共交通軸の形成 

 

1-2  

既存の公共交通軸 

の維持と向上 

 

コミュニティバスの試行運行

各交通事業者の社員に対する教育等の各種ソフト施策の実施 

市内基幹バスの維持に向けた

公共交通維持システムの構築

鉄道を基幹軸とした 

公共交通軸形成計画の策定 

段階的な改善・試行を経て 

安定した移動体系への確保へ 

 

H23 

他の視点と連携した施策の実施による相乗効果と支援 

視点２、視点３の実施による都市交通環境の抜本的な改善、利便性の向上、 

定住人口や賑わいの向上、交通事業経営基盤の安定化 

 

公共交通と観光振興のさらなる展開、体制整備へ 

バスの乗り換え

拠点の環境整備

H22～23 

H23 

H23 

バリアフリー車両の継続導入 

【交通事業者】

 新瀬戸・瀬戸市駅周辺の

バリアフリー化 

H21～22 目標 

 分かりやすく 

利用しやすい情報提供 
H21～23 

 公共交通の利用促進に 

向けた意識啓発活動 

H21～23

 乗り継ぎ割引きや 

様々な関係者との連携 

についての検討推進 

H21～23

【瀬戸市、交通事業者】 

【瀬戸市】 

【瀬戸市、交通事業者】 

【瀬戸市、交通事業者】 

【瀬戸市、交通事業者等】 

【交通事業者】

【瀬戸市、交通事業者等】 

【瀬戸市、交通事業者等】 

【瀬戸市、交通事業者等】 

【瀬戸市、交通事業者等】 

市内その他の駅でのバリアフリー化

に向けた取り組み検討・実施へ 

H23 
【瀬戸市】 
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2-4 
駅と周辺施設間の 

移動経路の円滑化 

2-5  

自転車走行環境 

の改善 

 

視点２ 瀬戸市の交通及び生活センターとしての拠点機能を支える交通基盤の整備 

現在（Ｈ20）   前期     ５年後（H25）    後期    10年後（H30）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活関連経路（2.6km）

のバリアフリー化 
 

新大橋の 

整備 
H21 

2-1  

踏切分断、渋滞の

解消 

（（都）鹿乗共栄線

の整備促進） 

H22 目標 

H22 目標 

H22 目標 

コミュニティサイクルの導入検討 

【愛知県、瀬戸市】

【名古屋鉄道㈱】 

【愛知環状鉄道㈱】 

【瀬戸市】 

【瀬戸市】 

2-2 

都市内幹線道路 

（陣屋線等）の整備 

鹿乗共栄線の整備に向けた検討調整 

内環状線（陣屋線等） 

一期工区の整備 

内環状線（陣屋線等） 

二期工区の整備 

【瀬戸市】

2-3 

交通結節点の 

機能向上 
（乗り継ぎ利便性等）

 

名古屋鉄道新瀬戸駅

のバリアフリー化 

愛知環状鉄道瀬戸市駅

のバリアフリー化 

２駅の連絡改良 

（連絡通路の改良）

他の視点と連携した施策の実施による相乗効果と支援 

視点１実施による公共交通の利便性の向上、利用環境の抜本的な改善、 

定住人口や賑わいの向上、交通事業経営基盤の安定化 

・市内その他駅でのバリアフリー化の 

検討・実施へ 

・市内他鉄道駅でのパークアンドライド、

バスアンドライド等への展開 

・鉄道を基幹軸とした公共交通軸の形成へ

H22～27 予定 

H22 目標 

H22 目標 

H22 目標 

【瀬戸市】 

【瀬戸市】 

【瀬戸市】 

駐輪場 

スペースの確保 

駅前広場の 

施設再配置 

新瀬戸駅南口 

駅前広場の新設 

自転車走行環境の整備等 

【瀬戸市】 

【瀬戸市】

【瀬戸市】

【瀬戸市】

準生活関連経路（1.2km）のバリアフリー化 
   

H22 目標 
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3-4  

南 北 地 域 連 携 の

推進

3-5  

安全・安心して 

移 動 ・ 居 住 できる

空間の形成 

3-6  

駐車場や公共空間 

の再配分 

瀬戸橋の整備 

記念橋の 

人道橋の整備

(都)瀬戸川プロムナード線 

の整備      （L=約 0.6km）

瀬戸川親水空間の整備 

(都)穴田春雨線の整備   
（L=約 0.7km）

 深川穴田線の

整備 

小狭間坂地区整備 

炎護路地区整備 

駐車場の利用促進、活用の検討 

安全対策、防災性の向上に向けた市民・地域との検討 

 

視点３ 行ってみたくなる、歩きたくなる歩行空間や生活環境の形成 

現在（Ｈ20）   前期     ５年後（H25）    後期    10年後（H30）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1  

瀬 戸 市 の 玄 関 口

としてのまちづくり

や景観形成 

3-2  

瀬 戸 市 の 玄 関 口

機能の確保 

3-3  

都市住環境と 

回遊性の向上 

(都)瀬戸大府線の

整備 （L=約 0.4km）

H21 
【愛知県】 

H25 

H21 

【愛知県】 

【瀬戸市】 

計画的な橋梁整備の継続的推進 

H26 

H22 
【愛知県】 

【愛知県、瀬戸市】 

H22 
【愛知県】 

H21 

H22～27 

H24 
【瀬戸市、小狭間坂地区住民】 

【瀬戸市、炎護路地区住民】 

【瀬戸市】 

【瀬戸市、地域住民】

【瀬戸市、周辺地域】

他の視点と連携した施策の実施による相乗効果と支援 

視点１や行政支援、商業者等の自助努力、社会福祉、産業振興の活性化

などに向けた取り組みが連携してゆくことで、まちの賑わいの向上等に

資する効果が真に発揮 

（L=約 0.3km）
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4-3 検証項目 

各評価時点において、「移動しやすく住みやすい質的充実型のまちづくり」の実現に向けて、これま

で提案された施策パッケージが有効に効果を発揮しているか確認していくために、以下のような考え

方に基づき、戦略対象 10 年間での検証項目及び検証値を設定します。 

 

(1) 検証項目の考え方 

以下の考え方に基づき検証項目を設定します。 

 

 【検証項目の設定の考え方】

・地域の特性に着目したまちづくりを実践していくための適切な検証項目を

設定する。 

・全ての関係者にとって分かりやすく、比較的容易に検証可能な指標を設定

する。 

・市民の視点、感覚にあった指標（分かりやすさを優先し、整備量＜アウト

プット＞を用いることも考える）を設定する。 
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15%

5%

3%

5%

3%

47%

53%

17%

28%

18%

40%

23%

20%

17%

31%

34%

37%

41%

19%

14%

34%

36%

45%

18%

33%

5%

4%

13%

29%

29%

32%

50%

乗換え

鉄道

バス

道路網

歩行者

自転車

案内

まちづくり全般 0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 まあ満足 やや不満 不満

満足・まあ満足 55%

満足
 7%

まあ満足
33%

やや不満
29%

不満
31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

将来

現況

 

(2) 検証項目 

以下に示す 6 つの検証項目を設定します。 

検証項目１：都市交通に対する満足度 

【項目の選定理由】 

瀬戸市が目指す「移動しやすく住みやすいまち」の形成の達成度を検証する指標として、都市

交通の各手段、環境に対する満足度を設定します。 

【検証値】 

都市交通に対して、より多くの利用者が満足や快適さを感じながら移動できる環境の

整備を目指します。 

現況：40％ ⇒ 将来：55％（15％ｱｯﾌﾟ） 

 
  ※検証値の設定の考え方 

・各項目の満足、まあ満足と感じる人の割合の平均値を指標とする。 
・各項目のやや不満と感じる人の割合の平均値（29％）の約半数（約 15％）が、満足・やや満足へ

改善されると想定した。 
  

○検証値のイメージ 

○現況の都市交通に対する満足度

※現 況は、 下グラフ

の７項目の平均値 

過半数以上の人が満足 

特 に、バ ス、 自 転 車 の

満足度の向上に着目し

て検証を進める必要が

あります。 

資料：平成 19 年度実施アンケート調査 

15％
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63.8％
61.3％

70％

30

40

50

60

70

80

H16 現況（H20) 将来（H30）

0

 

検証項目２：市民の定住意向 

【項目の選定理由】 

瀬戸市が目指す「移動しやすく住みやすいまち」の形成に向けて、魅力あるまちづくりや居住環

境の向上が進められているか検証する必要があります。 

そのため、現在の居住地に対する住みやすさが直接的に表現されている、定住意向を検証項

目として設定します。 

【検証値】 

現在の約 60％程度の「これからも瀬戸市に住み続けたい」という意向を「住みやす

さ」の検証値として設定します。 

現況：61.3％ ⇒ 将来：70％以上（8.7％以上増加） 

   
 
 

51.2

54.7

10.1

9.1

10.8

14.3

25.1

18.9

2.8

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20

H16

今の場所に住み続けたい

市内の別の場所で住み続けたい

市外に移りたい、または移る予定である

分からない

無回答

○検証値のイメージ 

資料：第 5 次瀬戸市総合計画市民アンケート調査結果報告書（平成 20 年 11 月） 

○定住意向に関するアンケート調査結果 

資料：第 5 次瀬戸市総合計画市民アンケート調査結果報告書（平成 20 年 11 月） 

63.8 

61.3 

8.7％以上 

70％以上

減少傾向にある 

115



 

 

 

検証項目３：鉄道利用者数 

【項目の選定理由】 

   各拠点間の連携を強化するためには各施策により都市交通環境が改善され、瀬戸市の公共交

通システムが利用しやすくなっていることが重要です。そのため、瀬戸市の公共交通体系の骨格軸

を形成する鉄道に着目し、その利用者数を検証項目として設定します。 

【検証値】 

鉄道の分担率を、これまで分担率が も高かった平成 3 年の水準まで回復させた値を

検証値とします。すべての市民が利用しやすい環境の整った公共交通の主軸を目指し

ます。 

現況：1,370 万人/年 ⇒ 将来：1,540 万人/年（170 万人増） 

  
  ※検証値の設定の考え方 
   ・現在の瀬戸市内の鉄道利用者数：1,370 万人/年  

・平成 3 年と平成 13 年の鉄道の分担率の比 ：11.9/11.0＝1.08 
※鉄道の平成 3 年の分担率：11.9％、鉄道の平成 13 年の分担率：11.0％ 

・身体障害者の方の利用の増加  ：4,600×0.35×365＝588,000 
  ※瀬戸市の身体障害者手帳者：約 4,600 人 

駅の段差等を特に問題視している障害者：約 35％ 
・以上より 13,700,000×1.08+588,000≒15,400,0000 
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資料：第 4 回中京都市圏パーソントリップ調査 

○代表交通手段別の分担率の推移 
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品野支所 

赤津交差点 

菱野団地 

新瀬戸駅･瀬戸市駅 

 

検証項目４：駅や病院への移動時間 

【項目の選定理由】 

名鉄新瀬戸駅と愛環瀬戸市駅は、尾張東部の主要な鉄道 2 路線の交差地点となっているター

ミナル駅であり、周辺の公立陶生病院は、瀬戸市、尾張旭市、長久手町の 2 市 1 町が共同で経

営している広域的なサービス圏を有する総合病院です。 

しかし、周辺部においては、踏切による交通渋滞等により南北方向からのアクセスの利便性が低

い状況にあります。こうした広域的なサービス圏を有する施設の利便性を向上させるためには、アク

セス利便性を向上させる必要があり、それに対応した施策の効果を表現する指標が必要となります。

そのため駅や病院へのアクセス改善を表現できる「駅や病院への移動時間」を指標として用います。 

【検証値】 

各拠点から自動車やバスにより、新瀬戸・瀬戸市駅や陶生病院にアクセスする移動時

間を短縮することを指標とします。（陣屋線等の整備完了時） 

    各拠点からの所要時間 

拠点名 現況 将来 短縮分 

品野（品野支所） 20 分 18 分 2 分 

赤津（赤津交差点） 17 分 12 分 5 分 

菱野（菱野団地） 10 分 8 分 2 分 

 
  ※検証値の設定の考え方 
   ・現況の所要時間は実走による所要時間です。 
   ・将来の所要時間は、将来交通量配分結果による所要時間に、現況の実走による所要時間と交通量

配分結果の比を乗じたものです。 
   ・各地点の交通量などの補足データによる検証を進めるようにします。 

 ○各拠点からの 

短経路 
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検証項目５：まちの回遊者数 

【項目の選定理由】 

観光によるまち全体の賑わいを高めるためには、来訪者が快適に移動できる空間づくりとともに、

地域住民が安心して生活できる環境が必要であり、こうした空間整備を客観的に評価する指標が

必要となります。 

また、歴史、文化の発信箇所としての魅力を高めるためには、当地区は、市内外の人に高評価

を得ている景観整備や、当地域に集積する歴史的な資源を活用した地域振興の効果も合わせて

客観的に評価する必要があります。 

そのため、安全な歩行環境の形成や、様々な取り組みの効果検証として、まちの回遊者数を設

定します。 

【検証値】 

瀬戸市第 5 次総合計画の賑わいと活力の向上に関する目標値（観光入込客数）である

2 割アップの達成を検証値とします。 

現況：3,700 人/日 ⇒ 将来：4,400 人/日以上（2 割以上） 

 
  ※検証値の設定の考え方 

・現況の回遊者数は、お雛めぐり開催日（平日）における下記調査場所における合計数 
（調査場所：末広町商店街、銀座通り商店街、中央通商店街） 

   ・第 5 次総合計画の観光入込客数の目標 
（H20：250 万人、H27：300 万人、H20~H27 伸び率：20％） 

118



 

 

 

検証項目６：バリアフリー化率 

【項目の選定理由】 

まちなか地域の生活イメージとして、商業・住居・業務・医療・福祉・行政等の多様な都市機能が

集積した便利な土地において、公共交通機関で自由に移動できる環境で生活することを想定して

います。このような生活を支えるためには、多様な都市機能の集積を誘導するとともに、今後も増加

していく高齢者等の交通弱者を始め、あらゆる人が、徒歩や公共交通機関等により快適に移動で

きる空間を整備していく必要があります。そのため、安全で快適な歩行空間の整備状況を示す「バ

リアフリー化率」を指標として設定します。 

【検証値】 

新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想における生活関連経路（約 2.6km）の

バリアフリー化を実現します。 

現況：０％ ⇒ 将来：100％ 

 

番

号
路線名 延長 

① 国道 155 号 170ｍ

② 市道瀬戸新居線 245ｍ

③ 市道松山安戸線 80ｍ

④ 市道駅前東横山線 360ｍ

⑤ 駅前東横山１号線 50ｍ 

⑥ 市道東横山川端線 210ｍ 

⑦ 市道吉田橋進陶線 145ｍ 

⑧ 市道共栄追分線 260ｍ 

⑨ 市道平町十三橋線 720ｍ 

⑩ 市道陶原川端線 310ｍ 

合計 2,550ｍ 

※現在の各路線の移動円滑化整備状況は、全延長が整備済みの路線はないため、現況のバリ

アフリー化状況を 0％とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【重点整備地区】 

  区域境界 

【生活関連経路】 

       生活関連経路 

       生活関連経路（推進） 

       準生活関連経路 

【生活関連施設】 

 特定旅客施設 

 公共施設 

 病院 

 郵便局・銀行 

 商業施設（ショッピングセンター等）

【その他】 

その他旅客施設 

名鉄新瀬戸駅 

図書館

やすらぎ会館 

公立陶生病院 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ ⑨ 

⑦ 

⑩ 

0ｍ 50ｍ 100ｍ 200ｍ 

愛環瀬戸市駅 

③ 

瀬戸市役所 
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4-4 進行管理と推進体制 

以下のような進行管理体制を構築し、多様な主体の協力の下、目標の実現に向けた取り組みを着

実に進めていきます。 

【進行管理のポイント】 

○ 関係機関、市民との連携 

○ 継続的なモニタリング 

○ 5年毎の定期的な点検 

○ 市民への積極的な情報発信 

 

① 関係機関、市民との連携 

移動しやすく住みやすいまちを達成するためには、行政や各交通事業者はもとより、市民や事業

者の積極的な参画を得て、協働していくことが必要不可欠となります。そのため、各主体の果たすべ

き役割を明確にして、十分に理解・認識された上で、一体的に事業に取り組む必要があります。 

また、地域公共交通会議や地域公共交通総合連携計画（協議会）等の関連組織とも連携し効果

的な事業展開が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関係機関・市民との連携イメージ 

 

② 継続的なモニタリング 

計画の進行状況の継続的な確認や既存資料の収集、調査の実施により検証値の達成状況を継

続的にモニタリングし、必要に応じて計画を見直していきます。 

また、今回策定した施策のみならず、市街地整備や民間事業等の他分野の事業に関する情報収

集も継続的に行い、それら他分野の展開に併せた柔軟な見直しを行います。 

継続的なモニタリングを実施し、必要に応じて見直しを行うことにより、各評価時点で最善と考えら

れる戦略及び施策を選択し、着実で効果的な事業の推進を図ります。 

行政 

（瀬戸市,国,県） 

市民 

地元事業者 交通事業者 

連携・協働 

連携・協働 

連携・協働 

関連組織 

連携・協働 

・
地
域
公
共
交
通
会
議
（
連
携
計
画
策
定
協
議
会
）

・
新
瀬
戸
駅
・
瀬
戸
市
駅
周
辺
バ
リ
ア
フ
リ
ー 

基
本
構
想
策
定
部
会
（
枝
組
織
） 

ニーズの 

把握 

ニーズの 

把握 

公共交通 

の利用 

事業への 

協力 
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③ ５年毎の定期的な点検 

中間年次の5年目、目標年次の10年目において検証値の達成状況を点検し、その後の展開方針

と施策方針等を見直します。なお、達成状況の点検や各方針の検討は、各関係者の共通認識を図

るために、「瀬戸市まちなか交通戦略策定協議会」のメンバーを基本として、各関係者の参加の下に

確認を進めます。その中では、今回策定した新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想におけ

る主要な事業の進捗確認も進めることとします。 

④ 市民への積極的な情報発信 

計画段階から事業の実施までの透明性や信頼性を高めるために、計画プロセスや計画内容等に

ついて、市民に向けた積極的な情報開示を行うとともに、幅広く市民の意見を収集するような双方向

のやりとりを行います。 
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おわりに 

 
 この計画は、“移動しやすく住みやすいまち”を目指した瀬戸市のまちづくりとそれに連動

した都市交通のあり方をまとめたものです。 
 まず、市民の生活様式やまちの賑わいと交流、市街地の整備状況といった視点と人の行動や

市民ニーズなどから都市交通の現状を分析し、瀬戸市が取り組むべき課題を整理しました。そ

の上で、都市計画マスタープランで示されたまちづくりの方針と整合した「まちと都市交通の

将来像」を描き、その実現に向けて今後必要となる交通施策と多様な分野にまたがる総合的施

策を立案し、具体的な実施プログラムを策定しています。 
 この計画のもう一つの特徴は、実施期間を１０年としていますが、施策の進捗と事業の評価

のための検証項目を設定し、PDCA サイクルの具体的なモニタリングの実施についても言及し

ていることです。 
そして、これらの施策とプログラムをパッケージとして展開することを“まちなか交通戦略”

として位置づけ、提案したものです。 
 この計画が実行に移され、瀬戸市が市民や訪れた人々にとって魅力ある“移動しやすく住み

やすいまち”になることを大いに期待したいと思います。 
 最後に、協議会に参画いただいた委員の皆様、アンケート調査の協力や意見をいただいた多

くの市民の皆様を始め関係者の皆様のお陰で、このような価値ある報告書をまとめることがで

きました。ここに厚く御礼申しあげます。 
 
 
平成２１年６月              

            瀬戸市まちなか交通戦略協議会 
会長 名古屋産業大学教授 伊 豆原浩二 

 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料（附録） 

 

１．瀬戸市まちなか交通戦略の策定までの経緯 

２．瀬戸市まちなか交通戦略策定協議会 設置要綱と委員名簿 

３．パブリックコメントの実施概要 



 



参-1 

１．瀬戸市まちなか交通戦略策定までの経緯 

平成１９年１０月１０日     ●第 1 回瀬戸市まちなか交通戦略協議会庁内調整部会 

平成１９年１０月１５日     ●第 1 回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・瀬戸市の現状と課題 

・交通システムの現状把握 

・アンケート調査の実施に向けて 

平成１９年１０月２５日     ●瀬戸市の交通環境に関するアンケート調査 

 ●主要駅を対象とした送迎実態調査、駐輪実態調査 

平成１９年１２月２５日     ●第２回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・市街地整備における課題 

・交通課題の整理 

・市民の生活様式の変化 

・移動実態と市民意識（アンケート調査結果） 

平成２０年 ３月１３日     ●第３回瀬戸市まちなか交通戦略協議会庁内調整部会 

平成２０年 ３月１８日     ●第３回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・まちづくりと交通のあり方 

・まちなか交通戦略の方針設定 

平成２０年 ５月１５日     ●瀬戸市まちなか交通戦略の基本方針(案)に関する 

  ～平成２０年 ５月３０日   市民意見の募集 

・意見数 52 件 通数 20 通 

平成２０年 ８月 ４日     ●第４回瀬戸市まちなか交通戦略協議会庁内調整部会 

平成２０年 ８月１１日     ●第４回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・市民意見募集の実施結果 

・「瀬戸市まちなか交通戦略」視座 

・目標実現のための施策パッケージ（素案） 

平成２０年１２月１５日     ●第５回瀬戸市まちなか交通戦略協議会庁内調整部会 

平成２０年１２月２５日     ●第５回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・施策案のとりまとめ 

・市民意見募集の実施について 

平成２１年 ２月１６日     ●瀬戸市まちなか交通戦略(案)に関する市民意見の 

  ～平成２１年 ２月２７日   募集 

・意見数 38 件 通数 12 通 

平成２１年 ３月１７日     ●第６回瀬戸市まちなか交通戦略協議会庁内調整部会 

平成２１年 ３月２５日     ●第６回瀬戸市まちなか交通戦略協議会 

・瀬戸市まちなか交通戦略のとりまとめ 



参-2 

２．瀬戸市まちなか交通戦略策定協議会 設置要綱と委員名簿 

■設置要綱 

( 目 的 )  

第 １条  瀬 戸 市 総 合 計 画 や瀬 戸 市 都 市 計 画 マスタープラン等 の上 位 計 画 に基 づき、「日 常 生 活

圏 がコンパクトにまとまった都 市 」「生 活 の質 を高 める快 適 な都 市 」等 の、瀬 戸 市 が目 指 すべき将

来 都 市 像 や、「アクセス性 の向 上 」「交 通 結 節 点 の機 能 の強 化 ・充 実 」等 の都 市 交 通 の目 標 実

現 に資 するため、（仮 称 ）瀬 戸 市 まちなか交 通 戦 略 を策 定 、推 進 するものとする。 

( 設 置 )  

第 ２条  前 条 の目 的 を達 成 するにあたり、都 市 交 通 やまちづくりなど多 様 な分 野 にわたる 関 係 者 の

認 識 共 有 を 図 り 、 展 開 施 策 の 実 施 主 体 と の 連 携 、 調 整 に よる 総 合 的 ・ 一 体 的 な施 策 の 戦 略

的 な集 中 実 施 を推 進 する ため、「（ 仮 称 ） 瀬 戸 市 まちなか交 通 戦 略 協 議 会 」（ 以 下 「協 議 会 」と

いう。）を置 く。 

( 協 議 事 項 )  

第 ３条  協 議 会 は、次 に掲 げる事 項 を検 討 又 は協 議 する。 

 ( 1 )  瀬 戸 市 における総 合 的 な交 通 （徒 歩 、自 転 車 、公 共 交 通 、自 動 車 ） 

のあり方 や、施 策 の立 案 及 び最 適 な実 施 プログラムの策 定 に関 する事 項 。 

 ( 2 )  実 施 施 策 の進 行 管 理 及 び評 価 、改 善 に関 する事 項 。 

 ( 3 )  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の円 滑 化 の促 進 に関 する法 律 に 基 づく、移 動 等 円 滑 化 基 本

構 想 の策 定 に関 する事 項 。 

( 構 成 員 )  

第 ４ 条  協 議 会 は 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 、 道 路 管 理 者 、 道 路 事 業 者 、 交 通 事 業 者 、 地 元 団 体

の代 表 者 及 び、関 係 行 政 機 関 の職 員 等 を委 員 として構 成 し、市 長 が委 嘱 又 は任 命 する。 

( 任 期 )  

第 ５条  委 員 の 任 期 は、 委 嘱 又 は任 命 の日 から、そ の日 の属 する年 度 の翌 年 度 の末 日 までとする。 

２ 委 員 が欠 けた場 合 における補 欠 委 員 の任 期 は、前 任 者 の残 任 期 間 とする。 

３ 委 員 は再 任 を妨 げない。 

( 報 酬 )  

第 ６条  委 員 に対 する報 酬 は無 償 とする。 

( 会 長 及 び副 会 長 )  

第 ７条  協 議 会 に会 長 及 び副 会 長 を置 く。 

２ 会 長 は委 員 の互 選 によって選 出 し、副 会 長 は委 員 の内 から会 長 が指 名 する。 

３ 会 長 は、協 議 会 を代 表 し、会 務 を総 括 する。 

４ 副 会 長 は、会 長 を補 佐 し、会 長 に事 故 があるときは、その職 務 を代 理 する。 

( 会 議 )  

第 ８ 条  協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」という。 ）は 会 長 が 招 集 する 。ただし 、 第 １ 回 協 議 会 につ いて

は市 長 が招 集 する。 

２ 会 議 は、委 員 の半 数 以 上 が出 席 しなければ開 くことができない。 

３ 会 長 は、必 要 に応 じて委 員 以 外 の者 に、会 議 への出 席 及 び資 料 の提 出 等 を要 請 することがで

きる。 

４ 会 議 の議 長 は、会 長 がこれに当 たる。 

５ 会 議 は、公 開 とすることができる。 

６ 議 事 内 容 、経 過 及 び資 料 を公 表 することとする。 

( 協 議 結 果 の取 扱 い)  

第 ９ 条  会 議 にお いて協 議 が 調 っ た事 項 に ついて、 関 係 者 は その 結 果 を 尊 重 し、 当 該 事 項 の 誠

実 な実 施 に努 めるものとする。 

( 部 会 )  

第 １０条  協 議 会 は、必 要 により部 会 を設 けることができる。 

２ 部 会 に関 する必 要 な事 項 は、会 長 が会 議 に諮 って定 める。 

( 庶 務 )  

第 １１条  協 議 会 の庶 務 は、瀬 戸 市 都 市 整 備 部 都 市 計 画 課 において処 理 する。 

( その他 )  

第 １２ 条  こ の 要 綱 に 定 めるもの のほか 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な事 項 は 、 会 長 が 会 議 に 諮 っ

て定 めるものとする。 

附  則  

この要 綱 は、平 成 １９年 １０月 １５日 から施 行 する 
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■委員名簿 

役 職 氏 名 備　考

会 長 名古屋産業大学 環境情報ビジネス学部 教 授 伊豆原 浩二
交通工学
（都市交通計画）

副会長 名城大学 都市情報学部 教 授 海道 清信
都市計画
（まちづくり）

中部大学 工学部都市建設工学科 教 授 磯部 友彦
土木計画学
（地域交通政策）

瀬戸市 都市整備部 都市整備課 課 長
横山　彰

（帆刈 誠吾）

瀬戸市 都市整備部 道路建設課 課 長
帆刈 誠吾

（名古路 重保）

瀬戸市 都市整備部 維持管理課 課 長 久保 泰夫

愛知県
尾張建設事務所道路整備課
（尾張建設事務所建設第一課）

課 長 冨田　茂

名古屋鉄道㈱ 鉄道事業本部建設部建設２課 課 長 安達 宗徳

愛知環状鉄道㈱ 運輸部管理課 課 長 梶原 雅一郎

ジェイアール東海バス㈱ 企画部
課 長

（ 部 長 ）
高木　勉

（松浦 宏行）

名鉄バス㈱ 管理部管理第３課 課 長 西尾 英文

運送業団体 名古屋タクシー協会瀬戸旭タクシー部会
会    長

（副会長）
伊藤 眞人

公共交通 瀬戸市 市民生活部 生活課 課 長 加藤 守忠

交通管理者 愛知県警察 瀬戸警察署 交通課 課 長 大脇　孝

瀬戸市 交流活力部 産業課 課 長 加藤　慎也

瀬戸市 交流活力部 まるっとﾐｭｰｼﾞｱﾑ課 課 長
説田　泰典

（鳥居 幸雄）

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
（せと・まるっとミュージアム推進会議）

会 長
（ 理 事 ）

鈴木 政成

瀬戸市 健康福祉部 社会福祉課 課 長 加藤　登

瀬戸市身体障害者福祉協会 会 長 杉浦 三好

瀬戸市 健康福祉部 高齢者福祉課 課 長 轟　雅英

瀬戸市老人クラブ連合会 幹 事 稲垣 豊樹

会 長 山内　誠

瀬戸市自治連合会 副会長 福岡 末義

国土交通省中部地方整備局 建政部 都市整備課 課 長
中西 賢也

（田中 成興）

愛知県 建設部 都市計画課 課 長
宇納 保夫

（須山 明廣）

愛知県 建設部 都市整備課 課 長
赤堀 修一

（武田 好正）

学識経験者

委 員

道路事業者・道
路管理者

鉄道・バス事業
者

産業・観光

所　属

障害者福祉

高齢者福祉

瀬戸市商店街連合会

オブザーバー

 
※各行下段のカッコ内の表記は、平成 19 年度（1 年目）の委員 

※事務局：瀬戸市都市計画課 
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３．パブリックコメントの実施概要 

【平成 20 年度実施：基本方針（案）策定時】 

■実施期間      ：平成 20 年 5 月 15 日（木）～平成 20 年 5 月 30 日（金）  

■市民意見の募集方法 ：広報せと平成 20 年 5 月 15 日号及び市ホームページにて掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■意見の提出方法    ：郵送またはファックス、E メールによる意見の提出 

市役所 6 階 都市計画課計画係まで直接持参 

 

■意見募集結果  
○
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【平成 21 年度実施：瀬戸市まちなか交通戦略（案）作成時】 

■実施期間      ：平成 21 年 2 月 16 日（月）～平成 21 年 2 月 27 日（金）  

■市民意見の募集方法 ：広報せと平成 21 年 2 月 15 日号及び市ホームページにて掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■意見の提出方法    ：郵送またはファックス、E メールによる意見の提出 

市役所 6 階 都市計画課計画係まで直接持参 
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瀬戸市まちなか交通戦略 ～移動しやすく住みやすいまち～ 

 

平成２１年６月 

瀬戸市都市整備部都市計画課 

瀬戸市追分町６４番地の１ 

TEL 0561-88-2680    FAX 0561-88-2724 

E-mail：tokei@city.seto.lg.jp 

 ホームページ http://www.city.seto.aichi.jp/ 

 




